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※　陳情と請願　※

　どなたでも市政についての要望や意見を「陳情」あるいは「請願」として市議会に提出す

ることができます。（提出するための資格は何も必要ありません。）

　議員の紹介があるものを「請願」といい、ないものを「陳情」といいます。

【請願の方法】

　請願書に請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所・氏名を記載し、押印したものに、紹介

議員の署名をもらって、市議会議長あてに提出してください。（請願には紹介議員が必要です。）

　受理した請願は、議会でその願意が妥当かどうか慎重に審査をします。

【陳情の方法】

　陳情の方法は基本的に請願と同じ要領ですが、こちらは紹介議員が必要ありません。

【請願（陳情）の書式例】

※　法人等の団体は、所在地、名称及び代表者の氏名を明記し、代表者印を押印ください。

※　請願（陳情）者が２名以上ある場合は、その代表者を明示してください。

請　願（陳　情）書

平成○○年○○月○○日　  

　　田辺市議会議長　○○○○　様 

住 所　　　　　　　田辺市○○○▲－▲－▲　

請願（陳情）代表者 　　氏名　○○○○　印　

紹介議員　　　　　　　 氏名　○○○○　印　

（　↑　陳情書の場合には不要　）　　　　　　 　

　件名　○○○○○について 

　請願（陳情）の要旨　　【請願（陳情）事項】

用 語 解 説

　ここでは、議会で使われているけれど

普段耳慣れない言葉や、聞いたことはある

けれど、内容がよくわからない用語について

ご説明します。
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「専決処分事項」って？
　「議決結果の一覧」などを見ていると報告事件の中に『専決処分事項』という言葉が出てきます。

この『専決処分』とは一体何でしょうか？

　『専決処分』とは、議会が議決または決定すべき事件について、法定事由に該当する場合（法律の規

定による専決処分）及び議会の議決により委任された場合（議会の委任による専決処分）に、長が議

会に代わってこれを処分することを言います。

○法律の規定による専決処分

　長と議会との間の調整を図ろうとするもので、次の４つの場合に長が専決処分できます。

１．議会が成立しないため、必要な時機までに議会の議決又は決定を得られないとき。

２．議員定数の半数以上がいないため会議を開くことができず、必要な時機までに議会の議決又は決

定を得られないとき。

３．長において、必要な時機までに議決又は決定を得るための議会を招集する暇がないと認めるとき。

４．議会において、必要な時機までに議決又は決定すべき事件を、議決又は決定しないとき。

　これらの４つの場合に該当するとして、長が議会に代わって処分した場合には、当該処分について、

処分後初めて開かれる会議（臨時会を含む。）に報告して、議会の承認を求めなければなりません。こ

れは、あらかじめ議会の正式の了解を得て行われるものではないため、議会に報告するだけでなく、

あらためて処分について適否の判断を議会に行わせるというものです。

　ただ、この場合、仮に議会の承認を得られなくても、すでに行った専決処分の法的効力はなんら影

響を受けません。それは、もし処分が無効とされた場合、すでに処分を受けた者の利益を害し、行政

の安定を損なうことにより、緊急の場合に対応すべく設けられた専決処分制度の趣旨が意味をなさな

くなってしまうからです。

　なお、承認を得られない場合、長に政治的責任が残ることは別問題となります。

○委任による専決処分

　議会の議決又は決定すべき事項のうち、軽易な事項について、議会が議決によって長の専決できる

事項を指定して委任することにより、長が議会に代わって処分することを言います。議会が議決によ

り指定して、長の専決処分に委ねることができるのは「議会の権限に属する軽易な事項」に限られます。

また、議会自らが決定し、あるいは議会の意思又は意見の表明そのものを必要とする性質のものであ

る場合には、この指定はできません。

　長が委任による専決処分を行ったときは議会に報告しなければならず、報告すべき時期については、

「法律の規定による専決処分」と同様、専決処分後開かれる次の議会に報告することが適当ですが、こ

の報告は議会の承認は必要としませんので、処分後は報告のみとなります。

（地方議会運営研究会編集「地方議会運営事典」より一部抜粋）
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　本会議　　９月　７日　（１日目）　補正予算等関連議案の提案説明

　　　　　　　　１６日　（２日目）　一般質問（４人）

　　　　　　　　１７日　（３日目）　一般質問（４人）

　　　　　　　　１８日　（４日目）　一般質問（２人）

　　　　　　　　　　　　　　　　　補正予算等関連議案に対する質疑及び付託

　　　　　　　　３０日　（５日目）　付託議案に係る委員長報告・議案審議

　委員会　　９月　１日　議会運営委員会（９月定例会運営について）

　　　　　　　　１６日　議会運営委員会（９月定例会運営について）

　　　　　　　　１７日　議会運営委員会（９月定例会運営について）

　　　　　　　　１８日　産業建設委員会（付託議案審査について）

　　　　　　　　２４日　文教厚生委員会（付託議案審査について）

　　　　　　　　２４日　総務企画委員会（付託議案審査について）

　　　　　　　　３０日　総務企画委員会（委員長報告について）

　　　　　　　　　　　　産業建設委員会（委員長報告について）

　　　　　　　　　　　　文教厚生委員会（委員長報告について）

　　　　　　　　　　　　議会運営委員会（本会議運営について）

　　　　　　　　　　　　高速道路及び国道バイパス促進特別委員会（閉会中の継続審査について）
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次
回
の
「
市
議
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だ
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り
」
は

　

２
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定
例
会
の
報
告
）

で
す
。

　議会日程の詳細や市議会だよりの内容等について、 ご意見 ・ ご質問等が

ありましたら、 次までご連絡ください。

　また、 ホームページでは、 議会の情報や会議録もご覧いただけます。

【連絡先】

田辺市議会事務局

　〒６４６―８５４５　　田辺市新屋敷町１番地

　　　ＴＥＬ　０７３９－２６－９９４０ （直）　　　　　　　　

　　　ＦＡＸ　０７３９－２５－５５７９　　　　　　　　　　  　

　　　Ｅ－ｍａｉｌ　ｇｉｋａｉ＠ｃｉｔｙ . ｔａｎａｂｅ . ｌｇ . ｊｐ

　　　ｈｔｔｐ :// ｗｗｗ . ｃｉｔｙ . ｔａｎａｂｅ . ｌｇ . ｊｐ / ｇｉｋａｉ /  

議会活動日誌

　　　議会を傍聴してみませんか？

　　　　　　市議会は年４回（３月・６月・９月・１２月）定例会を開催しています。

　　　　　　議会では市民の皆さんの生活に密着した重要な問題が審議されています。

　　　　　　市政を知る良い機会として、お気軽に足を運んでみませんか。

　　　　　　　　　　　　次回は１２月定例会 の予定です。
お知らせ
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